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令和８年度消費者庁調達改善計画 

１．調達改善計画の目的 

 限られた財源の中で政策効果を最大限向上させるためには、政策の遂行に必要な財・サー

ビスの調達を費用対効果において優れたものとすることが不可欠である。 

このため、消費者庁では、「調達改善の取組の推進について」（令和８年１月２７日行政

改革推進会議決定）及び「調達改善の取組の強化について（調達改善の取組指針の策定）」

（平成２７年１月２６日行政改革推進会議取りまとめ）において示された取組等を行うとと

もに、「令和７年度消費者庁調達改善計画の上半期自己評価の結果」を踏まえ、更なる調達

の適切性・透明性の確保、効率性の向上等を目指すため、令和８年度消費者庁調達改善計画

を策定する。 

２．調達の現状分析 

 消費者庁の令和６年度の調達状況は、表１から表５までのとおりであり、令和６年度の少

額随意契約を除く契約件数は 152件、契約金額は 1,550百万円である。 

 そのうち競争性のある契約は 123件、契約金額は 1,314百万円であり、競争性のない随意

契約は 29件、契約金額は 236百万円である。 

競争契約案件は 109件、1,072百万円（前年度 121件、1,398百万円）となっており、件

数で 12件の減となり、金額では 326百万円の減となっている。 

少額随意契約を除く調達実績（152件、1,550百万円）の割合を主な経費別で見ると、情

報システムは件数で 6 件（4％）、金額で 384 百万円（25％）、調査研究は 39 件（26％）、

355百万円（23％）、会議等運営支援は 18件（12％）、83百万円（5％）となっている。 

また、競争契約案件のうち、一者応札によるものは 22件(20％)、438百万円（前年度 41

件（34％）、664 百万円）となっており、件数で 19 件の減、金額で 226 百万円の減となっ

ている。 
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 表１※１※２ 令和６年度消費者庁における調達の契約種別        （単位：件、百万円） 

契約方式 契約件数 割合 契約金額 割合 

競争性の 

ある契約 

競争契約※３ １０９ ７２％ １，０７２ ６９％ 

 
最低価格落札方式 ７４ ６８％※４ ３８９ ３６％※４ 

総合評価落札方式 ３５ ３２％※４ ６８３ ６４％※４ 

企画競争による随意契約 ２ １％ ７８ ５％ 

公募による随意契約※５ ７ ５％ ７０ ５％ 

不落・不調に 
よる随意契約 

５ ３％ ９３ ６％ 

小計 １２３ ８１％ １，３１４ ８５％ 

競争性のない随意契約※６ ２９ １９％ ２３６ １５％ 

合計 １５２ １００％ １，５５０ １００％ 

 
※１ 令和６年度末自己評価の「契約種別規模に係る計数」及び「応札状況に係る計数」に基づき分類。 
※２ 金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 
※３ 競争契約とは、一般競争契約及び指名競争契約をいう。なお、消費者庁においては指名競争契約の実績がないため、

一般競争契約のみを記載している。以下表２、表４及び表５について同じ。 
※４ 競争契約に占める、最低価格落札方式又は総合評価落札方式の契約件数及び契約金額の割合である。 
※５ デジタルマーケットプレイスを用いた調達の応札者が１者であった場合の随意契約については、「競争性のある契約」

のうち「公募による随意契約」に分類する。 
※６ 「競争性のない随意契約」は随意契約（少額随意契約は含まない）から、①企画競争によるもの、②公募を実施した

もの、③不落・不調によるもの、を除いたものとしている。 
 

 

表２※１※２ 令和６年度消費者庁における調達の状況        （単位：件、百万円） 

 
１者 ２者以上 合計 

契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 契約件数 契約金額 

競争契約 
（最低価格落札方式） 

１０ ４５ ６４ ３４４ ７４ ３８９ 

割合 １４％ １２％ ８６％ ８８％ １００％ １００％ 

競争契約 
（総合評価落札方式） 

１２ ３９４ ２３ ２８９ ３５ ６８３ 

割合 ３４％ ５８％ ６６％ ４２％ １００％ １００％ 

企画競争に 
よる随意契約 

１ ３３ １ ４５ ２ ７８ 

割合 ５０％ ４２％ ５０％ ５８％ １００％ １００％ 

公募による 
随意契約※３※４※５ 

３ ５８ ０ ０ ３ ５８ 

割合 １００％ １００％ ０％ ０％ １００％ １００％ 

 
※１ ※令和６年度末自己評価の「応札状況に係る計数」に基づき分類。 
※２ 金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 
※３ 表２の「公募による随意契約」欄には、『「公共調達の適正化について（平成 18 年財計第 2017 号）」1.(2)② 

ホ(イ)及びヘ』にある「試験又は講習の実施に係る会場の借上げについて、日時、場所及び収容人員等の諸条件 
を明らかにしたうえで、公募を行うもの」及び「一定の要件を明示したうえで公募を行い、当該要件を満たす者
から申込みがあった場合には、全ての者と契約するもの」（タクシーチケット供給業務等の複数者との契約を前
提としているもの）については、計上しないこととする。そのため、表１とは数値が一致しないことがある。 

※４ 公募を実施した結果、複数者からの応募があり競争契約又は企画競争による随意契約に移行した契約については、 
契約相手方の最終的な選定手続（競争契約又は企画競争による随意契約）により整理し、公募による随意契約と
して整理はしないこととする。なお、この場合における競争参加者数の区分は、公募後に行った競争契約又は企
画競争による随意契約への競争参加者数により整理する。 

※５ 応募者がいないときに特定の１者と契約を行う場合は、公募による随意契約の１者として整理する。
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表３※１ 令和６年度消費者庁における調達経費の内訳          （単位：件、百万円） 

 契約件数 割合 契約金額 割合 

公共工事等 該当なし 

物
品
役
務
等 

情報システム ６ ４％ ３８４ ２５％ 

調査研究 ３９ ２６％ ３５５ ２３％ 

会議等運営支援 １８ １２％ ８３ ５％ 

その他 
（４） 
８９ 

５８％ 
（１２） 
７２７ 

４７％ 

合計※４ 
（４） 
１５２ 

１００％ 
（１２） 
１，５５０ 

１００％ 

      消費者庁において地方支分部局はない 

 
（注１）カッコ内の数字は「一定の要件を明示したうえで公募を行い、当該要件を満たす者から申込みがあった場合には、

全ての者と契約するもの」（タクシーチケット供給業務等の複数者との契約を前提としているもの）の契約件数 
（注２）「情報システム」は情報システム分野における設計・開発、保守等並びにその他関連する業務を、「調査研究」

は調査、実証、分析等の業務を、「会議等運営支援」は消費者庁が開催等を行う会議体の運営・支援等の業務を
いう。 

 
※１ 金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 

 
 
表４※１※２ 令和６年度消費者庁における競争契約における調達経費の内訳（単位：件、百万円） 

 契約件数 割合 契約金額 割合 

公共工事等 該当なし 

物
品
役
務
等 

情報システム ６ ６％ ３８４ ３６％ 

調査研究 ３４ ３１％ ２９０ ２７％ 

会議等運営支援 １７ １６％ ７３ ７％ 

その他 ５２ ４８％ ３２４ ３０％ 

合計※３ １０９ １００％ １，０７２ １００％ 

      消費者庁において地方支分部局はない 

 
 （注） カッコ内の数字は「一定の要件を明示したうえで公募を行い、当該要件を満たす者から申込みがあった場合には、

全ての者と契約するもの」（タクシーチケット供給業務等の複数者との契約を前提としているもの）の契約件数 
 
※１ 金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 
※２ 表４の内訳区分は、表３の内訳区分と同様とする。 
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表５※１※２ 令和６年度消費者庁における競争契約における一者応札に係る調達経費の内訳 

（単位：件、百万円） 

 契約件数 割合 契約金額 割合 

公共工事等 該当なし 

物

品

役

務

等 

情報システム ２ ９％ ３０４ ６９％ 

調査研究 ９ ４１％ ７３ １７％ 

会議等運営支援 ０ ０％ ０ ０％ 

その他 １１ ５０％ ６２ １４％ 

合計 ２２ １００％ ４３８ １００％ 

         消費者庁において地方支分部局はない 

 
※１ 金額及び比率については、それぞれ単位未満四捨五入しているため、合計において一致しない場合がある。 
※２ 表５の内訳区分は、表３の内訳区分と同様とする。 
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３．取組等 

  別紙（様式１、２）参照 

４．自己評価の実施方法 

調達改善計画の自己評価については、調達改善計画の実施状況に基づき、年度終了後に

実施し、自己評価結果をその後の調達改善の取組や調達改善計画の策定に反映させるもの

とする。なお、上半期終了後において上半期における調達改善計画の実施状況について自

主点検を行うものとする。 

 
５．調達改善の推進体制等 

（１）推進体制 

   調達改善計画の策定・推進に当たっては、消費者庁行政事業レビュー推進チームに課

長補佐（契約、用度・営繕担当）を加えた体制により取り組んでいる。 

○構成 

統括責任者:政策立案総括審議官 

メンバー ：参事官、総務課管理室長、課長補佐（予算担当）、 

         課長補佐（契約、用度・営繕担当）、会計専門官 等 

（２）外部有識者の活用 

取組の推進に当たっては、外部有識者の意見を活用するものとする。 

 

６．その他 

調達改善計画に関する取組状況等については、消費者庁ウェブサイトで公表するものと

する。なお、計画の進捗状況を踏まえ、新たな取組の追加等があった場合には、調達改善

計画の改訂を行うものとする。また、消費者庁各課における主要な調達案件について、年

間の業務スケジュールを作成し、その進捗を管理することにより、適正な執行を行う。 



重点的な取組、共通的な取組 消費者庁

（原則、定量的に記載）
目標達成
予定時期

○

指針を踏まえて特に改善に取り組む事項
　
一者応札改善のため、一者応札となった案件に
関しては、応札しなかった事業者へヒアリングを
実施する。

一者応札改善のためのアンケート調
査を引き続き実施する。ただし、回答
率が低いことから、アンケート調査に
加え一者応札となった案件の担当課
において、①なぜ応札しなかったの
か、②主な要因は何か、③どのような
点に気を付けていれば応札したのか
等のヒアリングを実施する。ヒアリング
事項は契約係で作成する。なお、不
落案件についてのヒアリングも引き続
き実施する。
具体的な取組は以下のとおり。
・アンケート調査を消費者庁ウェブサ
イトから回答できるようアンケート
フォームを作成しており、引き続きそ
のアンケート結果を検証
・ヒアリングを仕様書等を受け取りに
来た事業者と入札説明会に出席した
事業者のうち応札しなかった者に対し
て実施し、そのヒアリング結果を検証
・引き続き一者応札ヒアリング結果・
改善等回答シートを作成

一者応札となった案件には何らか
の理由があり、その理由を探るこ
と、また、その理由を探る過程で
仕様書作成及び調達過程におい
て、どのような点に気を配れば複
数者が応札可能となるのか、担
当課に仕様書作成の要件の検討
を促し、左記の具体的な取組によ
り、事業者等の事情等ではなく、
当庁で改善可能な理由が確認さ
れた案件について、次年度の継
続や類似の案件において必要な
対応を図っていくため。

A Ｈ３０

・仕様書を入手、又は入札説
明会に出席した事業者が複
数あったにもかかわらず一者
応札となった案件に関して
は、必ず担当課に対し契約係
が作成した一者応札ヒアリン
グ結果・改善等回答シートを
基に、開札後１週間以内を目
安にヒアリングを実施し、一者
応札となった理由を明らかに
させる。そして、その内容を具
体的に契約係に報告させると
ともに、当庁で改善可能な理
由が確認された案件について
は、担当課室と協議の上、調
達手続や調達関係資料に反
映する。

・1者応札アンケート調査にお
いて、「人員体制の確保が困
難である」との回答を踏まえ、
可能な範囲で類似の業務の
調達時期が重複しないよう調
整をするなどの工夫をする。

Ｒ９
３月

○ 随意契約の見直し

・定期購入物品、不定期の物品調達
等については、引き続きオープンカウ
ンター方式での調達を実施する。
また、請負契約（少額随契）につい

ても、オープンカウンター方式での調
達が可能なものについては、試行的
に導入する。

オープンカウンター方式を導入す
ることにより、見積合わせに参加
する事業者が増え、競争性の確
保がなされると考えられるため。

A Ｈ３１

・随意契約においても、公募
により、競争性を確保するた
め、その効果が期待できる一
定程度の分量の調達につい
ては、オープンカウンター方式
を継続する。
・請負契約にかかるオープン
カウンター方式の試行的導入
の結果を踏まえ、さらに拡充
が可能か検討するとともに、
課題等があれば改善を図る。

Ｒ９
３月

○
調達改善に向けた審査・管理の充実

一者応札改善への取組を行っていく
ため、事前審査として、仕様書におけ
る調達内容、資格要件等について経
費決裁回議時に会計担当において審
査を実施する。また、事後審査として
一者応札ヒアリング結果・改善等回答
シートを基に、担当課室において次回
調達時における改善策等を提案さ
せ、当該課室における次回調達の際
の競争性の確保に努める。さらに提
出を受けたシートを必要に応じてポー
タルに掲載することで、事業者の要
望・参入障壁を各課室の担当職員に
共有し、新規案件においても一者応
札の抑制を目指す。
また外部有識者による入札等監視委
員会を行う際には、一者応札が継続
する案件は新たに一覧表に特記する
ことで、委員の案件選定の際の参考
としている。
加えて仕様書における参入障壁とな
る要件等の考え方についてはポータ
ルサイトに会計担当が作成したマニュ
アル等を掲載し職員に周知するととも
に、新規入庁職員には調達事務等に
関する研修の実施及びマニュアルの
配布を行っている。

A Ｈ２６
Ｒ９
３月

具体的な取組内容は、下記のとおり。
・入札参加資格（資格等級等）の緩和
（特に資格等級については、契約担
当官等が特に必要があると認めると
きは等級を追加）
・仕様書の内容の見直し
・入札に参加可能な事業者の事前調
査
・競争参加者を確保するための十分
な準備期間の確保
・業務説明会の開催等による周知徹
底
・公告期間をより確保（市場価格調査
及び入札公告期間を合わせ最低価
格落札方式は３週間以上、総合評価
落札方式は４週間以上の公告期間を
確保）
・入札等監視委員会による事後審査
・電子調達システムの電子入札機能
を利用した調達の実施
・会計担当で作成した調達事務等の
マニュアル等を活用した新規入庁職
員向け研修や既存職員への周知

○ 調達事務のデジタル化の推進

調達事務の効率化、事業者の利便性
を図る観点等から電子調達システム
の電子入札機能を利用した調達を推
進するため、原則として電子入札によ
ることとし、やむを得ず紙入札とする
場合は理由書を提出させる。また、ポ
スター掲示及びリーフレットを配布す
ることにより、電子調達システムの利
便性等について事業者への周知を行
う。
また、.調達事務の効率化・簡素化の
ため、ＡＩ、RPA等が利用可能な業務
の範囲について検討する。

A Ｒ４

・電子調達システムの電子入
札機能を利用した調達の実施
は、調達事務の効率化、事業
者の利便性を図る観点等か
ら、令和８年度においても
100％を目標とし、電子契約の
件数の増加に努める。

・ＡＩ、RPA等が利用可能な業
務の範囲について検討し、可
能なものについては、試行的
に実施する。

Ｒ９
３月

※１　難易度

A＋：効果的な取組
A　：発展的な取組
B　：標準的な取組

●電子入札率、電子契約率の定義は下記のとおりとする（「政府調達(公共事業を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議専門部会（第63回）及
びシステム設計ＷＧ（第84回会合）」（令和７年10月30日デジタル庁)。
電子入札率＝電子入札実施案件数÷開札案件数
・電子入札実施案件数：開札された入札案件のうち、電子入札を行った民側利用者が少なくとも1社存在する開札案件数。（随意契約は含ま
ず。）
・開札案件数：調達実施申請が完了し、入札対象となった案件のうち、電子調達システムにおいて開札が執行された案件数。（随意契約は含ま
ず。）
電子契約率（入札案件）＝（電子契約案件数（入札案件）＋請書省略案件数（入札案件））÷開札案件数
・電子契約案件数（入札案件）：契約確定件数のうち、「契約書」または「請書」を、「電子」で実施した案件数。（随意契約は含まず。）
・請書省略案件数（入札案件）：契約確定件数のうち、「請書省略」とした案件数。（随意契約は含まず。）
電子契約率（全案件）＝（電子契約案件数＋請書省略案件数＋少額物品調達案件件数）÷（調達実施申請件数＋少額物品調達案件数）
・請書省略案件数：契約確定件数のうち、「請書省略」とした案件数。
・少額物品調達案件数：少額物品調達業務において契約締結済となった案件数。
・調達実施申請件数：調達実施案件登録で調達実施申請案件を作成し、決裁まで完了した案件数。（一時保存状態の案件数は含まず。）
※電子契約率（全案件）は、電子調達システムに登録せず、入札から契約までが紙のみで完了する案件は対象外であり、GEPS（少額物品調
達業務も含む）を用いて契約した案件が対象である。
※年度をまたいで入開札・契約が行われる案件がある際などに、電子入札率・電子契約率が100%を超える場合がある。（例：3月に入札公示、4
月に開札の案件）

・情報システムについては、
PMO審査において、複数者応
札の障害となり得る事項の見
直しを行い、担当課において
は複数者へ入札参加を呼び
掛ける。
・調査研究については、仕様
書の見直し、参加資格の緩
和、履行期間の確保、業務説
明会の開催を検討する。
・会議等運営支援について
は、十分な準備期間の確保の
検討を実施する。
・会計担当においては、分か
りやすい仕様書作成や担当
課及び事業者にとって無理の
ない調達スケジュールの検討
を行うとともに支払条件の検
討を行い、一者応札となる件
数の縮減を図る。
・入札等監視委員会について
は、年２回開催することを継続
していく。

令和８年度の調達改善計画

重点的
な取組

共通的
な取組

取組の項目 具体的な取組内容
重点的な取組の

選定理由
難易度
※１

取組の
開始年度

取組の目標

様式１



消費者庁

継続

継続

継続

継続

継続

継続

市場価格調査の実施

・適正な価格で契約を行うため、市場価格調査を積
極的に実施し、複数者から見積書を徴取するととも
に過去に調達した類似事例等を参考にし、適正な
予定価格の設定を行う。

その他の取組
調達改善計画

具体的な取組内容
新規
継続
区分

調達の適正性の向上

・競争性のない随意契約をする際は、随意契約審
査委員会において、随意契約にせざるを得ない理
由を含めてその是非の審査を行うとともに、競争手
続への移行を検討する。
・随意契約については、価格交渉の内容を把握し、
適正な価格となっているのか検証を行う。
・特にシステム関連については、PMO審査において
価格の妥当性等の検証を行う。
・随意契約に係る情報の公表として、契約件名・契
約相手方・契約金額等について、消費者庁ウェブ
サイトにおいて公表し、透明性の確保を図る。

外部有識者による個別調達案件の点検

・各調達案件について、入札等監視委員会の外部
有識者による契約の競争性、公正性等の事後
チェックを行う。

総合評価落札方式への対応

・情報システム開発、調査、研究、広報等の調達に
おいて技術的要素の評価を行うことが重要である
ものについては、総合評価落札方式を採用し、事
前に評価項目並びに価格点及び技術点の割合の
適正性について会計担当で審査し、事業者からの
提案書提出後に技術提案内容の履行の確保等を
技術等審査会で検証する。

人材の育成

・新規入庁職員向け研修において、会計担当で作
成した調達事務等のマニュアル等を活用するととも
に、既存職員へも同マニュアル等を周知することに
より、職員のスキルアップを図る。

汎用的な物品・役務

・汎用的な消耗品（ＯＡ消耗品、コピー用紙等）の調
達や役務契約（速記等）については、共同調達を行
う。

様式２


